
第 77 回国民体育大会スケート競技京都府選手選考会要項（スピード競技） 

 

日  時 … 令和３年 11 月 23 日（火） 集合 17：30 競技開始 19：00 公式練習 18：30 

場  所 … 京都アクアリーナ TEL 075-315-4800  

主  催 … （公財）京都府スポーツ協会、京都府教育委員会  

主  管 … 京都府スケート連盟  

競技種目 … ◇スピード部門  

1. 成年男子 500ｍ 1000ｍ  

2. 少年男子 500ｍ 1000ｍ  

3. 成年女子 500ｍ 1000ｍ  

4. 少年女子 500ｍ 1000ｍ 

（注意事項）  

② 他府県より国体出場を予定している選手は、本大会にエントリーしないこと 

②国体本大会出場資格はショートトラックとスピードスケート（ロングトラック）共バッジテ

スト B 級 以上 

③11 月 23 日までに、上記参加資格級に合格可能性ある者は「見込級」で申し込むこと 

④国体の選手選考は本大会の成績で行う 

⑤国際派遣大会に選考された選手は、『国体選考会』の前後 1 週間に出発、帰国する場合、 

もしくは日程が重なった場合に限り、国体候補選手として推薦される場合がある 

競技規則… 日本スケート連盟、競技規則による  

参加資格… 成年：令和 3年 4 月 1 日現在 18 歳以上で ①京都府民②京都府に勤務地が 

ある他府県民 ④京都府を「ふるさと」登録した他府県民  

少年：令和 3 年 4 月 1 日現在 18 歳未満で①京都府民②京都府に勤務地が 

ある他府県民 ③学校教育法第１条に規定する京都府の学校生徒 

（参考）国体本大会の出場可能都道府県は下記の 4つ  

① 居住地を示す現住所  ②（実際の）勤務地  ③少年の場合は、学校教育法第 1 

条に規定する学校の所在地 ④成年の場合は、「ふるさと」  

※①②③に属する都道府県から参加するには、令和 3年 4 月 30 日以前より国民体育大会終了

時まで、引き続き当該地にそれぞれ、居住、勤務または通学していなければならない。 

※「ふるさと」とは、卒業中学または卒業高校所在地の都道府県 

・「ふるさと選手」事前に日本スポーツ協会へ登録の必要がある 

・一度登録した「ふるさと」は変更できない。 

・ふるさと制度は２年以上続けて、２回まで 

※国内移動制限で出場都道府県を変更する場合は２年間ブランクを空ける。 

※ショートトラックとスピードスケートの重複エントリーは出来ない。 

 ※スピードスケートにエントリーする者は国体においてスピードスケートの装備（靴等）での出

場を条件とする。 

※京都府のスピードスケート代表選考基準は、ショートトラックでの A 級以上の記録を持つ者

とする。 

参 加 料…  ◇スピード部門    1 名 ￥5,000 

申 込 み… 11 月 1 日（月）から 11 月 16 日（火）20 時までに申込書を下記事務局宛てにメ

ールで送信してください。（不明点は下記事務局へお問い合わせください） 



◇第 76 回国民体育大会京都府選手選考会事務局 山田雄介 ℡. 090 9210 6411 

E-mail: damayan@dk2.so-net.ne.jp 

送信後は 2 日以内に受付受理の返信を致します。返信のないものは受付を完了していません。

アドレスを確認の上再送してください。 

※参加料は当日徴収する。いったん受付けた参加料は原則として返還しない。また、親権者承

諾書が必要な者（15 歳未満の選手）は申込書原本を当日提出すること。 

 

新型コロナウィルス対策   

 JSF 基準の「新型コロナウイルス感染症(COVIＤ-19)対策としてのスポーツ活動再開ガイドラ 

イン」を参考に、競技会開催地の都道府県関係部局の指示を仰ぎながら、その施設や地域の実 

情に合わせた「感染拡大防止対策」に取り組むようお願いしたします。遵守できない参加者には、 

他の参加者の安全を確保する等の観点から、参加を取り消したり、途中退場を求めることがある。 

①以下事項に該当する場合は、⾃主的に参加を⾒合わせること。 

  ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

 イ 同居家族や⾝近な⼈に感染が疑われる⽅がいる場合 

  ウ 過去 14⽇以内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国・地域等へ 

の渡航⼜は当該在住者との濃厚接触がある場合 

  ②マスクを持参すること。 

③こまめな⼿洗い、アルコール等による⼿指消毒を実施すること。 

④他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

⑤競技会開催中に大きな声で会話、応援をしないこと。 

⑥感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 

⑦競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速 

やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

  ⑧本連盟は本競技会に関わる全ての⼈の新型コロナウィルス感染に対するいかなる責任も負わ 

    ない。 

 ⑨新型コロナウィルスの感染状況により本競技会を中止する場合は開催⽇の 2 週間前に決定し

告知する。 

 

以上 


